
成 第 回弘前市国民健康保険運営協議会  

 

 

日時： 成 月 日 水  

午後 時 分から  

場所：弘前市役所市民防災館 階 防災会議室  

 

 

次   第  

 

 

 開   会  

 

 会長挨拶  

 

 健康福祉部長挨拶  

 

 報告事項  

 成 からの国民健康保険都道府県単位化について  

 成 第 回弘前市議会定例会に上程する弘前市国民

健康保険条例の改正案について  

 第 期弘前市国民健康保険保健事業実施計画 データヘルス

計画 の素案について  

 口 振替原則化の実施について  

 

 閉   会  



成 第 回

弘前市国民健康保険運営協議会

日時： 成 月 日 水 午後 時 分
場所：市民防災館 階 防災会議室



資 料

成 からの国民健康保険都道府県単位化について

成 からの国民健康保険都道府県単位化について

青森県国民健康保険運営方針について

第 期弘前市国民健康保険保健事業実施計画 デ タヘルス計画 の素案
について

成 第 回弘前市議会定例会に上程する弘前市国民健康保険条例
の改正案について

資料

資料 －

資料 －

資料

口 振替原則化の実施について 資料



成 度 国民健康保険都道府県単 化 い

資料



▲ , , , ⇒ ▲ , , , へ減少

成 度 弘前市国民健康保険特別会計決算 い

○ 単 度収支 い

歳 入 歳 出 差 引

, , , , , , , ,

○ 積赤字 い

※ 成 度以降 単 度収支黒字 た 間 度目 成 度 度あ

○ 単 度収支 黒字 た主 要因 い

国民健康保険料 収納率 向 現 度分 ％ ％へ 滞納繰越分 ％ ％へ

政策的繰入 実施 億

保険給付費 大 減少 前 度 約 億 減少

補 金精算 伴う返還金 減少 前 度 約 億 減少

※ 成 度 引 続 収納率向 対策 医療費適 化対策 取 組



国民健康保険 安定化

○国保へ 政支援 政基盤を強化 成 度 約 億 成 度以降 毎 約 億

○ 成 度 都道府県 政運営 責任主体 安定的 政運営や効率的 事業 確保等 国保運
営 中心的 役割を担い 制度を安定化

持続可能 社会保障制度 確立を図 た 改革 推進 関 法 基 く措置 持続可能 医療保険制度を構築
た 国保を 医療保険制度 政基盤 安定化 担 公 化 医療費適 化 推進 患者申出療養 創設等 措
置を講

持続可能 医療保険制度を構築 た 国民健康保険法等 一部を改 法 成 月 日成立

成 度 国民健康保険都道府県単 化 い

背 景背 景

○ 増大 医療費

○ 少子高齢化 進展 現役世代 担増

○ 国保 構造的 課

齢構成 高く 医療費水準 高い

所得水準 い 保険料 担 重い 法定外一般会計繰入や繰 用 多い

政運営 不安定 小規模保険者 多い



＜ 成 度 実施＞

○ 所得者対策 強化 た 保険料 軽減対象 所得者数 応 た自治体へ 政支援を

約 , 億

＜ 成 度 実施＞ 毎 約 , 億

○ 政調整機能 強化 政調整交付金 実質的増

○自治体 責 い要因 医療費増 担へ 対応

精神疾患 子 被保険者数 非自発的失業者 等

○保険者 力支援制度 医療費 適 化 向けた取組等 対 支援

○ 政 スク 分散 軽減方策 政安定化基金 創設 高 医療費へ 対応 等 等

○ あわ 医療費 適 化 向けた取組や保険料 収納率向 事業運営 改善等を一層推進 政基盤

強化を図

公費 政支援

成 度 政安定化基金を段階的 造成等 成 度 億 ⇒ 成 度約 , 億

成 度以降 記 項目 約 , 億 を配分

国民健康保険 対 成 度 実施 た 所得者向け 保険料軽減措置 約 億 加え

毎 約 , 億 政支援 等を以 通 実施 国保 抜本的 政基盤 強化を図

※ 公費約 , 億 現在 国保 保険料総 約 割を超え 規模

※ 被保険者一人当た 約 万 政改善効果

～ 億

～ 億



改革 方向性

運営 在 方
総論

○ 都道府県 当該都道府県 市町村 国保 運営を担う

○ 都道府県 政運営 責任主体 安定的 政運営や効率的 事業運営

確保等 国保運営 中心的 役割を担い 制度を安定化

○ 都道府県 都道府県 統一的 運営方針 国保運営方針を示 市町

村 担う事務 効率化 標準化 広域化を推進

都道府県 主 役割 市町村 主 役割

政運営
政運営 責任主体

市町村 国保事業費納付金を決定
政安定化基金 設置 運営

国保事業費納付金を都道府県 納付

資格管理

国保運営方針 基 事務 効率化
標準化 広域化を推進

※ 同様

地域 民 身近 関係 中
資格を管理 被保険者証等 発行

保険料 決定
賦課 徴収

標準的 算定方法等 市町村
標準保険料率を算定 公表

標準保険料率等を参考 保険料率を
決定

個々 事情 応 た賦課 徴収

保険給付

給付 必要 費用を 全
市町村 対 支払い

市町村 行 た保険給付 点検

保険給付 決定
個々 事情 応 た窓口 担減免等

保健事業
市町村 対 必要 言 支援

被保険者 特性 応 た い保
健事業を実施

デ タヘ ス事業等

国民健康保険制度運営 係 都道府県 市町村 役割



成 度以降 弘前市国民健康保険特別会計 い

国民健康保険料

使用料及び手数料

国庫支出金

療養給付費等交付金

前期高齢者交付金

県支出金

共同事業交付金

産収入

繰入金

諸収入

国民健康保険料

使用料及び手数料

国庫支出金

県支出金

政収入

繰入金

諸収入

総務費

保険給付費

期高齢者支援金

前期高齢者納付金

老人保健 出金

介護納付金

共同事業 出金

保健事業費

基金積立金

公債費

諸支出金

予備費

→ 廃

→ 廃

→ 廃

総務費

保険給付費

国保事業費納付金
県 支払う

保健事業費

基金積立金

公債費

諸支出金

予備費

→ 廃

→ 廃

→ 廃

→ 廃

→ 廃

→ 新設

歳 入

成 度

歳 出

成 度以降 県 市町村 保険給付費等 係 国補 金等 収入や 期高齢者支援金や介護納付金 支出

を行うた 市町村 特別会計 簡素化

成 度以降 県 国保事業費納付金 や 標準保険料率 を市町村 示

歳 出 歳 入

成 度

※保険給付費 国保事業費納付金を基 県

直接支払う 直接払い

※保険給付費 市 直接支払う
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資料 ２

成 第 回弘前 議会定例会
上程す 弘前 国民健康保険条例
改正案 つい



成 度 ら 財政運営都道府県単位化 伴う条例改正 つい

改正内容

① 財政運営都道府県単位化 伴う基礎賦課総額 係 基準 改正

・ 町村 都道府県 事業費納付金を納付し いくこ 伴う改正

② 都道府県 保険者 こ 伴う改正

・ 町村 国民健康保険 事務を担うこ 伴う改正

③ 都道府県 国保運営協議会を設置す こ 伴う改正

・ 町村 条例 規定 町村 国保運営協議会 あ 旨 改正

国民健康保険法施行令 一部 改正さ 、 成 月 日 ら施行
成 月 日公

1



2

成 度 ら 県単位化成 度ま 弘前 保険者

保険給付費

事業費納付金

保険給付費

介護納付金

後期高齢者支援金

一部

交付金

介護納付金 保険料 保険料

後期高齢者支援金

被保険者

医療機関

青森県

国

交付金

医療機関

被保険者

青森県

国

弘前 弘前

保険給付費 拠出金 流 つい



保険料賦課総額 基準 算定 変更(県単位化 向けた条例改正)

→

→

→

→

弘前市国民健康保険条例
定めら い 保険料賦課総額

保健事業
そ 他 費用額 －

国庫負担金
保険料 賄う
べ そ 他
費用額

介護納付金 －
国庫負担金

保険料
賄うべ

介護納付金額

後期高齢者
支援金 －

国庫負担金
保険料 賄う
べ 後期高齢者
支援金額

保険給付費 －
国庫負担金

保険料
賄うべ

保険給付費額

Ｈ３０年度以降弘前市国民健康保険
条例 定め 保険料賦課総額

保健事業
そ 他 費用額

事業費
納付金

－

国庫負担
金
一部
市 交付
さ 額

→
保険料
賄うべ
費用額

県 市町村
ら 事業費
納付金や

国 ら 交付金
賄う

市 納付
し い

介護納付金

保険給付費

後期高齢者
支援金

－

国庫
負担金や
県負担金
・

保険給付
費交付金

→

3
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口 振替原則化 実施 つい

資料 ４



弘前市国民健康保険料 納付方法 関す 規則 制定 つい

規則制定理由

青森県国民健康保険運営方針 記載さ い 収納対策 検討実施

※ 県 運営方針 掲げ 収納対策 当市 実施し い い対策

保険料 納付方法を原則口 振替 す

財政運営都道府県単位化 併せ 成 月 日 施行

原則口 振替 す 強制す く あく 原則 し

口 振替を選択し い く う 推進し いく 対策

国民健康保険料 納付方法 つい 原則口 振替 す 規則を制定す
◎ 成 月 日 施行

1



2

出典：青森県国民健康
保険運営方針概要版



3

出典：青森県国民健康
保険運営方針概要版



収納率(現 分) 推移
H24 H25 H26 H27 H28

弘前市 86.12 86.00 86.23 87.64 89.76

県 均 88.69 88.84 89.10 89.76 91.05

全国 均 89.86 90.42 90.95 91.45

86.12 86.00
86.23

87.64

89.76

88.69 88.84
89.10

89.76

91.05

89.86

90.42
90.95

91.45

85.00
85.50
86.00
86.50
87.00
87.50
88.00
88.50
89.00
89.50
90.00
90.50
91.00
91.50
92.00

H24 H25 H26 H27 H28

収納率(現 分) 推移

弘前市 県 均 全国 均

単位：％

4



青森県国民健康保険運営方針 記載さ い 収納対策
弘前市 実施状況 2-1

◎収納対策 強化 し 下記 5つ 項目 分類さ 対策 記載さ い

運営方針 記載さ い 収納対策 弘前市 実施状況

1
収納対策 検討 収納対策プラン 策定
及び実施

成28 弘前市国民健康保険料
収納対策計 を策定済

2

収納体制 強化

① 滞納世帯 納付相談及び訪問徴収 実施

収納課職員 国保 金課職員 行訪問実施
H24～
フ イ ン ャルプラン 相談
H28～

② コ ルセンタ 体制強化

国保 金課職員 電話勧奨実施
H24～
収納課 納税促進員を5 雇用し体制強化
H29～

③ 収納 バイ を活用し 研修 実施
青森県国保連主催 研修へ 参加 実施
自治体 カデミ 研修 へ 参加 実施 5



青森県国民健康保険運営方針 記載さ い 収納対策
弘前市 実施状況 2-2

運営方針 記載さ い 収納対策 弘前市 実施状況

納付環境 整備

① コンビ 収納 実施 成24 実施済

② ペイ を活用し 口 振替 実施 成28 実施済

③ 口 振替 納付 原則化 未実施

短期被保険者証及び資格証明書 適正 交付
資格証明書 交付等 関す 要綱を制定し
適正 交付を 実施し い H22～

財産調査 滞納処分 実施

① 滞納世帯 財産調査実施 滞納処分実施
策定し 国保料収納対策計 実施を記載
※収納課 財産調査及び滞納処分実施

② 青森県市 村税滞納整理機構 活用 機構へ 滞納整理依頼を収納課 実施済

6


